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1 .はじめに
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本研究は、日本における「歴史地区(歴史的都市)Jの交通対定、と、それに伴う都市形成の

変遷過程を、複数の事例によって空間的側面から体系的に把握しようとするものである O

「歴史地区Jとは、現在も伝統的な町並みを色濃く残す地区に限らず、中世あるいは近世に

計画された都市基盤の上に成立する地区全般を示す用語であるo すなわち、我が国に現存する

地区の多くは「歴史地区Jであり、都市化・過疎化のいずれを間わず、何らかの更新を経て今

日の姿が形づくられているといえる o I歴史地区Jには、山村・農村・漁村などの集落のほか

にいくつかの都市類型があり、そのうち「町」に分類されるものは、当時の明確な都市理念に

基づき計画的に建設されている。それは、城下町の街区構成をはじめ、寺町・武家町・商家町・

職人町などのゾーンごとの住み分けにもみることができる O また、防衛都市としての地形をふ

まえた都市施設の配置の仕方、明-形のような複雑な道路線形の整備にも現れている 1)0

本研究では、「宿場町」と交通網整備の関係に着目するo

「宿場町」は、江戸期に整備された街道を基軸に宿場(宿駅)機能の町として栄えた。平面

的には線形の都市形態で、街道沿いに軒を連ねる建造物群が両側町を形成している O まさに町

の骨格として存在する街道は、新たな交通需要をどのように受け入れ、もしくは、拒んできた

のか。一本の街道の全宿場町を調査対象として体系的に捉え、既存の都市構造とどのような折

合いをつけ現在に至るのかを明らかにすることを目的とする O

2.研究の背景と目的

2 -1.街道と宿場町

街道の代表格は、日本橋を起点に整備された五街道(東海道・中山道・甲州街道・奥州街道・

日光街道)である O これらは、基幹街道、すなわち幹線道路であり、町と町を結ぶ主要な経路

として位置付けられた。街道の経路は、五街道整備を機に新設された塁間もあるが、ところに

よっては古道をそのまま利用した広間もある O 日本橋を起点とする旨は1604(慶長 9)年に定

められ、 1659(万治 2)年以降は道中奉行の管轄下、すなわち江戸幕府の統括を受けた。例え
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ば、一里塚の設置、街道幅員の概ねの統一、l1r形など防衛目的の道路形態の整備、街道清掃の

分担、街道全区間の実測図の作成などが行われた。また、各街道の中継地点には、おおよそ一

定間隔に「宿場町」が設置され、公用の人馬継立てを行う伝馬役を負担し、人馬往来の拠点と

なった。宿場町とは、宿場を中心に形成された町をいし¥街道の整備とともに将軍・徳川家康

以降の江戸幕府によって進められた。宿場町には、「本陣J、「脇本陣J、「旅龍J2)などの宿泊

施設があり、木戸、あるいは、見附、常夜燈などの設置によって町の範囲が明確に決められて

いた。このように、宿場町も江戸期の計画都市のひとつであると言え、都市形態の類型的な把

握が可能であるといえるo

宿場町は、時代が江戸幕府から明治新政府へ移行し始めると、人馬から鉄道への急速な交通

需要の変化によって、衰退の一途を辿る 3)0 人馬と鉄道では移動速度が異なる O 宿場町ひとつ

ひとつの役割は薄れ、その結果、 1872(明治 5)年、遂に宿駅制度は廃止され、宿場町は終駕

を迎えたのである O

本研究の調査対象地区は、東海道と並び江戸と京を結ぶ基幹街道であった「中山道Jの宿場

町、「板橋宿Jから「守LlI宿Jまでの67宿とするω

図 1 中山道の宿場町

図 lに示すように、中山道は、その他の街道同様江戸・日本橋を起点とし、現在の東京都内

に1宿(板橋宿)、埼玉県内に 9宿(蕨宿~本庄宿)、群馬県内に 7宿(新町宿~坂本宿)、長

野県内に25宿(軽井沢宿~妻龍宿)、岐阜県内に17宿(馬龍宿~今須宿)、滋賀県内に 8宿(柏

原宿~守山宿)ある O 江戸期は、 5国を横断する 6路に形成されており、武蔵園に武州路とし

て10宿(板橋宿~本庄宿)、上野圏に上州路として 7宿(新町宿~坂本宿入信濃圏に信濃路と

して15宿(軽井沢宿~本山宿)、木曽路として11宿(賛川宿~馬龍宿)、美濃圏に美濃路として
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16宿(落合宿~今須宿)、近江園に近江路として 8宿(柏原宿~守山宿。近江路は草津宿 a 大

津宿を含めて10宿であるが、 2宿は東海道との重複区間であるため本稿の研究対象外とした。)

としてあった。 滋賀県内「草津宿Jで東海道と合流し、京に至る街道である。また、東海道が

海沿いにあるのに対して、中山道は、多くの道筋と宿場町が山間部に位置していることも特徴

である 5)0

2 -2.交通需要の変化

今日までの交通需要は、人馬から鉄道および自動車へと移行しており、鉄道網および自動車

交通に対応する道路網が整備されてきた。街道は、先述した通り、江戸期の人馬往来にとって

基幹道路であったが、鉄道網整備、自動車道路網整備が進行する過程で、鉄道の停車場が設置

されない宿場町は賑わいを失い、自動車の高速な移動によって単なる通過点となってしまった。

戦後の日本では、道路網の整備が急激に進められる一方で、 1960年代以降はモータリゼーショ

ンが深刻な社会問題となった。道路利用が自動車の走行にばかり偏っているのは問題と、北海

道旭川市や東京都を先駆けに「歩行者天国」が実施され始め、歩行者のための道路空間につい

て全国的に関心が高まった。もう一方で、既存の地区が自動車交通に対応するよう整備されて

いく中で、地区の伝統的な都市構造が失われつつあるという危機感が高まった時代でもある O

とりわけ宿場町内の既存の道路は、山間部に限らずとも自動車走行にとっては幅員が狭く、用

水路を暗渠にする、さらには、敷地内にも自動車が乗り上げなければならない程、対面交通に

とって支障がある。ましてや、歩行者が悠然と通行する、通行以外の道路利用をするのは困難

な状況である O さらに、屈曲のある道路線形は見通し難く、所によっては急傾斜・階段など複

雑な道路構造であり、!日街道が今日的な幹線道路であろうとする、あるいは、幅員がそのまま

で快適な道路空間であるためには、さまざまな葛藤を生じさせるものである O 自動車の対面交

通を目指して旧街道自体が拡幅される場合は、既存の建造物は撤去もしくは後退せざるを得な

く、街道を介して構成された両側町の都市構造は解体される O また、旧街道と交差する道路が

拡幅された場合は、宿場町特有の細長い都市形態が分断される O

このように、自動車の対面交通の実現、あるいは車両保管の用地を確保するため、!日街道と

その沿道空間がとる対応は、歴史地区の都市構造に直接の影響を与えるものと考えているω

ただし、交通網整備に伴う宿場時の変遷過程は、全宿場町が一様の結果ではない。したがって、

中山道宿場町と交通網整備の相互関係の体系的な言及にとっては、地区ごとのあり方を丁寧に

分析し、類型的な把握によって体系付けることが重要であると考える O

2 -3.研究の方法

本研究は、宿駅の廃止から約140年間が経過した現在も、すべての宿場町が現存しているこ

とに在日している O 宿駅制度の廃止後、街道あっての町と人馬往来のために敷設された街道は、

町によって整備状況の異なる交通手段とともにどのような変遷をみせてきたのであろうか。本

稿では、変遷過程を捉える第一段階として、宿場町の既存の都市構造を把握した上で、今日の

道路実態について体系的に捉えていくこととする O

第一に、宿場町の既存の都市構造を位置付けることを目的として、江戸期の実測史料を用い
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「宿場町の原型Jを明らかにする O 旧街道における宿場町の範囲を特定し、現行地図上での配

置を把握する O

第二に、現行地図上で特定した宿場町内田街道の実態を、以下の観点から分析する O 電車宿場

町内旧自道の法的な位置付け、重量宿場町!日街道と周辺の道路網の記置関係、母!日街道の道路構

造、郵|日街道の交通規制である O

2 -4.研究の位置付け

街道および宿場町にかかわる調査研究は、歴史学・考古学 a 民俗学・地理学などの分野でそ

れぞれの立場から行われてきた。しかしながら、都市構造あるいは史的な変遷過程を論点にし

た発表も、そのすべてが個別の調査報告論文で体系的な分析に至っていな l¥o 例えば、水本邦

彦氏ゎは、滋賀県内の宿場町を対象として、宿場町の出入口にある構造物を抽出し都市構造の

類型化を試みているが、宿場町の範囲を特定するには至っていない。また、歴史的な道の今日

の道路利用については、まちづくり、みちづくりの観点で、城下町あるいは伝統的建造物保存

地区を対象に研究報告があるものの、宿場町のような線形都市について論及したものはない。

道路や交通網の変遷に観点を移しでも同様に体系的な研究はない。また、「歴史地区Jについ

ては、歴史的景観を保全することが地区の再活性を図る方法として注目されている O 伝統的建

造物の保存(修繕・改修など)、暗渠の撤去による用水路の復元、電柱の地中化による電線の

みえない屋外空間、アスフアルト舗装むき出しとしない石畳みの整備などは、地区の歴史性を

再現する手法である O しかしながら、「竪史地区Jが現在そこに住まう人々の生活や元来の産

業と離れ、単なる博物館と化しているならば、それを維持保全していくことはいかなる意味を

持つのであろうか。「歴史性」とは時聞が止まった状態をいうのではない。町には今も人の営

みがあり、既存の都市構造との間にさまざまな葛藤があるだろう。それはどのような葛藤か、

あるいは、その問題解消のためにどのような解決策が見出され、工夫がなされてきたのか。ま

た、歴史性が一見風化してみえるのであれば、それはいかなる要因によって起こったのか。長

い時間軸の中で行われてきた、あらゆる都市の変化に着目することは、現代における「歴史地

区」の存在意義を「保存」一辺倒に考えず、都市の歴史としての変遷過程から学ぶための重要

な知見になるだろう。

3.宿場町の原型

宿場町は、街道を軸とした線形の都市形態が特徴である O これは城下町とは明らかに異なる

空間的特質である O 領主のような象徴的な中心核を持たず、街区で構成される面的な都市範囲

もない。宿場町によっては、他の街道と合流(分岐)する地区もあるが、線形の都市形態が崩

れることはない。宿場町内の両側町の構成では、街道沿いの間口が狭く短冊形の敷地割りであ

ることが多いが、その一方で奥行きに関しては明確な記録が残っていなし」宿場町によっては、

街割りを詳細に描写した『宿明細図』あるいは『地籍図』があるが、個人蔵や資料の存在自体

が確認できない地fRがあるため本研究では扱わないこととした。

本研究では、宿場町の原型を江戸期と位置付ける O 当時の宿場町の実測史料として、幕府の

命で道中奉行が製作した1806年完成の絵図『中山道分間延絵図j(全20巻)白)、および、 1840----5
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0年代記録されたとされる文献 r中山道宿村大概帳J(以下、『宿村大概帳』とする。)9)がある O

これによって、宿場町の原型を読み取ることとする。

3 -1. W中山道宿村大概帳』にみる宿場町の長さ

『宿村大概帳Jには、宿場ごとの人口、戸数、本陣・旅龍などの数、高札の表記内容、宿場

町内外のi幅員、宿場町の線形の方位、町並みの長さ(宿場町の長さ)などの表記がある O 本研

究にとって、宿場町内の幅員の情報は大変重要であると考えるが、これについては11宿のみの

掲載に限られているため、分析の対象としな l¥o

次に、宿場町の長さに着目すると、「町」と「間」で全地区記載があった。表 1は、距離を

メートル換算したものである C これによると、宿場町の最長は 17.鴻巣」の3，218メート jレであ

るo 1鴻巣宿」は『宿村大概帳』で唯一東西に分けて宿場町の長さを記録している O これに対

して最短の長さは 162.番場」の127メートルである O また、 2キロメートルを超える地区は

113.高崎J153.加納Jの2宿に限られるが、 113.高崎Jより江戸側の地区程宿場町の長さが長

い傾向にある。全宿場の平均長さは、約875メートルであった。

表 W中山道福村大概帳』による町並みの長さ(宿場町の長さ)

3 -2. W中山道分間延絵図Jにみる宿場町の範囲

『中山道分間延絵図Jは、街道の実測鴎を中心に宿場町の町並みが描かれており、本陣・脇

本陣などの主要な施設が記載されている O また、宿場町の入口が「宿入口」の文字とともにO
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印によって示されている[図 2-1Joただし、この表記がない地区、宿場町の建造物群から

離れた箇所で表記があるなど、地区ごと表記のされ方がまちまちである O また、「助郷村Jと

隣接している宿場町は、町域のわかりにくいものもある[図 2-2 ]。さらに、『宿村大概帳』

が記す宿場町の長さと比較すると、一致しない地区があることがわかった。このように、『中

山道分間延絵図』にみる街道の描写に限れば、現行の地形図(国土地理院)と比較して同一箇

所を読み取ることができるが、『宿村大概帳』と併せても、宿場町の出入口(絵図測量の終始

点)は特定できず、現在地が不明な地区もある O したがって、本研究では、『中山道分間延絵

図Jの道路線形を優先して、『宿村大概帳Jの宿場町の長さを考躍し、宿場町の区聞を仮定し

ていくこととする O

尚、付表 2-1---付表 2-5は、街道ごとに各宿場町の範囲を現在の地名を抽出して整理し

たものである O 現在地は昭和37(1962)年施行の「住居表示に関する法律」を実施する市街地

Cfx丁目」の表記入!日来からの町名 CfOO町」の表記入大字町名の後に行政墜を表示する

Cf大字口口(ムム)J)地震がある O

図 2-1 17.坂本宿『中山道分間延絵図』の描写と現行地図(地形図)との比較

図2-2 21.小田井宿『中山道分間延絵図Jの描写と現行地図(地形図)との比較



!日街道の自動車交通対応の実態に関する研究 101 

4. 宿場町内!日街道の法的な位置付け

!日街道は、人馬にとっての基幹街道が「幹線」であった時代とは、「幹線」の位置付けが大

きく異なる。したがって、地区ごとに!日街道が道路としてどのように機能しているかは異なる

だろう O 現行の道路法 10) 第 3条において、「道路の種類Jは、①高速自動車国道(同法 3条の

2 )、②一般国道(同法第 5条)、③都道府県道(同法第 7条)、④市町村道(同法第 8条)の

4種に分類される O これらの分類は、道路管理者、整備事業における費用負担などによって分

けられる O また、③および③は、同法第56条の規定により国土交通大臣が指定する「主要地方

道Jとなる場合もある O このように、現行の「道路の種類Jは法的に位置付けられ、利用主体

は自動車交通が前提にある O

そこで、本研究では自動車交通を主に担う道路を「広域道路」と位置付け、旧街道が「広域

道路」か否かの大別を行う O 具体的には、本研究対象地区である宿場町内の旧街道は、①の該

全産関jj境構謀議託尋穣]

表 3 旧街道の道路の種類と 3類型

$.緩議室路とその俄主義踏の開方[17議3 余震E摺がその総瀧路f24翁]
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当がなかったため、上記「道路の種類」のうち、②一般国道と、③都道府県道@④市町村道の

うち「主要地方道」を、より自動車走行主体の広域的な幹線道路であると位置付けることによっ

て、「広域道路」と定義することとし、その他の道路は主に地区内の生活道路であると捉え

「その他道路Jと位置付け、「道路の種類Jを大別して捉えることとする O 表 3は、宿場町内18

街道「道路の種類」の詳細である O これを「広域道路Jと「その他道路Jの構成で分析すると、

旧街道の「全区間が広域道路」、「広域道路とその他の道路の両方」で構成されている、「全区

間がその他の道路」の 3類型で把握することができる叫0

中山道67宿中、「全区間が広域道路」の地区は26宿 (38.8%)、「広域道路とその他の道路の

両方Jの地区は17宿 (25.4%)、「全区間がその他の道路Jの地区は24宿 (35.8%)であった。

このように、 67宿の道路の種類は、 3類型が概ね同率である O また、このとき前章「宿場町の

原型」との対応関係はほとんどみられない。

5.周辺道路の種類と旧街道との配置関係

宿場町内の旧街道に限らず、ネットワークとしての周辺道路網の存在は重要である O 旧街道

と周辺にある「広域道路」の配置関係を考えると、宿場町内に自動車の流入(通過)があり得

るかの判断材料になる。 18街道と十字路もしくは丁字路などの交差形状で接続する広域道路は、

旧街道ないし宿場町を横断する道路になり得る。本研究ではこれを「貫通道路」と呼ぶ。また、

旧街道の迂回路となり得る広域道路は「並走道路Jと呼ぶ口前者については旧街道との結節点

の数、後者については宿場町内田街道と最近接する直線距離を把握する O

表 4は、「貫通道路」の有無と「並走道路Jの位置をまとめたものである O まず、「貫通道路」

について、貫通道路がなく旧街道の線形のみで存在する地区はお宿 (37.3%)、結節点、が l点、

ある地区は20宿 (30.0%)、 2点ある地区は24宿 (35.8%)、 3点ある地区は 4宿 (6.0%)、 4

点ある地区は 2宿 (3.0%)、最も多い 6点ある地区は l宿(1.5%)あった。

次に、宿場町内旧街道と「並走道路」の最近接直線距離について、 200メートル以下でいわ

ば宿場町に隣接して広域道路が走っている地区は34宿 (50.7%)、201メートル以上500メートル

未満の地区は16宿 (23.9%)、50

0メート jレ以上 lキロメートル

未満の地区は 9宿(13.4%)、 1

キロメートル以上 2キロメート

ル未満の地区は 4宿 (6.0%)、

2キロメートル以上離れている

もしくは近接した広域道路がな

い地区は 4宿 (6.0%)あった。

宿場町内旧街道内に「貫通道

路Jのない場合は「貫通なし」、

1.-..... 6点ある場合は「貫通あり」、

旧街道にとっての「並走道路」

表4 宿場町内旧街道と周辺道路の配置関係
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が500メート jレ未満に近接している場合は「並走近接」、 500メートル以上で離れている場合は

「並走遠方Jとまとめると、!日街道に対する「貫通道路」と「並走道路」の両者の配置関係は、

表 4に示すようにA'"'-'Dの 4類型で捉えることができる。 Aは「貫通なし・並走近接」の21地

区 (31.3%)、Bは「貫通なし・並走遠方Jの 4地区 (6.0%)、Cは「貫通あり・並走近接」の

29地kR(43.3%)、Dは「貫通あり・並走遠方」の13地区 (19.4%)である O すなわち、中山道

宿場町では、宿場町内を貫通する道路があり且つ宿場町tこ隣接して広域道路が並走している場

合が最も多い (C)。次に多いのは、宿場町内を貫通する広域道路はなく旧街道の線形が保た

れたままで旧街道のバイパスとなり得る広域道路が敷設されている場合 (A)である O 旧街道

の線形が保たれたままで周辺に広域道路もなく、いわば既存の都市構造のままである地区 (B)

は最も少ない。

さらに、前章「宿場内旧街道の法的な位置付けJ、すなわち道路の種類ごとにみると、旧街

道が「その他の道路Jの場合は並走道路が近接する地区が多く (Aおよび B)、離れてある地

区は少ない。また、旧街道に貫通道路がある場合、その道路も全区間または一部区間が広域道

路である場合が多い。

6. I日街道の道路構造

これまでは、道路線形および道路の種類に着目してきたが、本章では道路の物理的な構造を

観点に、旧街道の自動車・歩行者交通の対応について述べるo 旧街道のl幅員は一定でなく不定

形である地区が多い。したがって、本研究では、代表的な道路幅員として本陣(跡)の面する

旧街道より概算することとするω。また、道路横断面の構成も、幅員同様、区間によって異な

る問。したがって、これについても、本陣前の歩道(路肩を除く)の有無で把握することとす

る。

旧街道の道路幅員は、 140.野尻jの2.0メート jレが最も狭く、 18.熊谷」の26.7メートルが最も

広かった。表 5は、旧街道の道路幅員と歩道の有無をまとめたものである O これによると、!日

街道が 4間未満で歩道のない地区は11宿(16.4%)、旧街道が 4""'5間未満で歩道のない地区

は30宿 (44岡8%)、片側のみある地

区は 4宿 (6.0%)、雨側にある地区

は 152.鵜沼J 1宿(1.5%) であっ

た。旧街道が 5間以上で歩道のない

地区は 5宿 (7.7%)、片側のみある

地区は 2宿 (3.0%)、両側にある地

区は14宿 (20.9%) で¥このうち幅

員が15メートル以上の 6地区はすべ

て両側に歩道が敷設された広域道路

であった。

7. 旧街道の交通規制

表 5 宿場町内18街道の道路幅員と歩道の有無

交通規制とは道路の利用制限である O ここでは、 (1)歩車の利用者規制(車両の大きさによる
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車両制限は含まない)、 (2)進行方向規制、 (3)速度規制の 3点に着目し分析を行う O 尚、交通規

制は交通標識の設置により利用者に示されるため、交通規制の抽出は、現地調査での目視観察

および住宅地図(ゼンリン発行)を補完資料とした。

(1)歩車の利用者制限とは、一路線における歩車共存ないし歩車分離である O 具体的には、

「車両通行止J1歩行者専用道路Jがある O ただし、前者は進行方向規制時にも設置されるため、

本研究では「歩行者専用道路Jが実現されるものに限り抽出した。 (2)進行方向規制とは、「一

方通行」のことであり、車両の対面交通がなされな l¥0 (3)速度規制とは、交通標識のない道路

が60km/h走行であるのに対して、それ以下の速度で走行することを規定している O 本研究対

象地区では30km/h走行、 40km/h走行、 50km/h走行が該当した。 (1)---(3)のいずれの規制も時

間帯や曜日を区切った制限がなされる場合があるo ただし、本研究では、イベント時に限った

制限は対象としないこととした。さらに、 (1)および(2)では、「自転車を除く」あるいは「指定

車 a 許可車を除く」の表記がされる場合もあるが、本研究では、普通自動車の走行の可否のみ

を基準とすることとした。

表 6は、上記交通規制の(1)----(3)ならびにそのいずれにも該当しない地区をまとめたものであ

るo (1)利用者規制のある宿場町は、 11.板橋J118.軽井沢J142.妻寵J143.馬寵Jの計 4宿

(6.0%)であった凶o (2)進行方向規制のある宿場町は、計 7宿 (10.4%)、 (3)速度規制 (30-50

km/h) は48宿 (71.6%)で、 30km/h走行が26宿、 40km/h走行が20宿、 30km/hと40km/h走

行の併用が l宿、 50km/h走行が 1

宿であった。 (1)--(3)の規制がない宿

場町は12宿(17.9%) あった。この

ように、宿場町では速度規制によっ

て道路利用の安全を図っている場合

が最も多い。また、規制のない地区

とは、今日の道路利用のニーズに再

編された場合だけでなく、当初から

交通規制をまったく実施していない地区である場合もある O

表6 指場町内i日:街道の交通規制

連1l
親鰯

245 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 
15 16 17 19 20 22 
23 24 2器2931 33 
36 37 38 39 40 41 
錦繍加 5152 54 
55 56 57時的紛

636466 

議毒事!
なし

0
0
4
Q
時

O

'
A
点
品
枠

daぶ

3 21 26 27 
28323435 
47 61 62 65 

8.宿場町内と周辺の道路利用のまとめ

本研究では、宿場町の原型を江戸期の実測史料より、宿場町の長さおよび道路線形で特定し

fこO

また、指場町内旧街道と現在の交通網の実態把握として、第ーに、自動車交通を主体とした

道路の種類を 3類型 (1全区間が広域道路J1全区聞がその他道路J1広域道路とその他道路の

両方Jで把握した。第二に、宿場町内旧街道と周辺を含む広域道路(並走道路および貫通道路)

の配置関係を 4類型 (1貫通なし・並走近接Jr貫通なし・並走遠方Jr貫通あり・並走近接」

「貫通あり・並走遠方J)で把握し、宿場町内の自動車の流入について考察した。また、現状の

道路利用について、まず、旧街道の道路幅員と歩道の有無は、幅員の広狭がそのまま影響して

おり、一車線に歩車が混在する地区が多いことがわかった。その一方で、交通規制は道路構造

に左右されず施行されていることがわかった。ただし、現状では速度規制によって歩車の共存
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を図る地区がほとんどであり、道路構造および沿道空間が歩車両者にとっての安全性を伴わな

い葛藤も見受けられた。

今後の研究の展開

今後の研究の展開としては、閉じく中山道宿場町における!日街道の自動車@歩行者交通への

対応を体系付けるため、道路網の現況だけでなく鉄道網も含めた交通網の現況および江戸期以

降の変遷過程を、法的コントロールならびに空間的側面の両面からより詳細に精査していくこ

ととしたい。また、「宿場町の原型Jならびに道路構造においては道路台帳の情報を考慮する

など、より詳細な分析を行っていきたL、。

注釈

1)高橋康夫・宮本雅明・吉田伸之@伊藤毅:図集日本都市史、東京大学出版会、 1993年。

2) I本陣」は武士や公家の宿泊・休憩施設で、その地の有力旧家の邸宅が指定される事が多

かった。「脇本陣j は本陣に次ぐ武士や公家の宿泊施設で、空室がある場合は一般旅行者

も泊まることができた。「旅寵」は一般旅行者用の宿泊施設で、宿泊者自身が自炊する宿

泊施設は「木賃宿J呼ばれていた。

3)国をあげての鉄道網の形成は、中山道幹線鉄道計画の経緯および基幹街道との関係でみて

も興味深く、その結果、宿場町のあり方は大きく異なると考えられるのだが、この点につ

いては本稿では扱わなし ¥0

4) 67宿の整理番号を江戸側から 1とした。

5) とりわけ群馬県安中市にある「坂本宿」と長野県北佐久郡軽井沢町にある「軽井沢宿」の

境としてある碓氷峠は、直線距離で、約10kmの聞に標高差が500m以上ある急勾配で、まさ

に峠越えの難所として知られている O

6)道尾淳子:歴史地区における歩行者空間の成立要因に関する研究一重要伝統的建造物群保

存地区27地区を事例として、日本建築学会大会学術講演概要集、 F-l分冊、 2007年 9月、

および、道尾淳子:歴史地区における道路利用と駐車に関する研究ー街道沿いに発展した

妻龍宿、奈良井、木曾平沢を事例として一、日本建築学会大会学術講演概要集、 F-1分冊、

2008年 9月。

7)水本邦彦:絵図と景観の近世、

校舎書房、 2002年

8)中山道分間延絵図、東京美術、

1992年

9)児玉幸多:近世交通史料集 5

中山道宿村大概帳、吉川弘文館、

1967-1972年

10) 1952年公布。明治9年「道路の

制度J'"-'大正8年i日法が前身で

ある O

11)本研究では、右図のように、研

究対象地区全地区の道路網の模
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式図を作成し、旧街道と広域道路の配置関係を視覚化した。尚、地図資料は 1-1/2500地形

図J(国土地理院、 2009年発行)を用いた。

12) 1ゼンリン住宅地図J(2009年発行)を計測し、併せて実測調査も行った。

13) とりわけ歩道と車道の境界は、白線。ブロック@歩道が一段上がってあるなど区間ごとに

様々であり、一宿場町としての現状を言い難い。

14) 11.板橋J118.軽井沢Jは商庖街であるo 11.板橋」は時間帯および曜日を指定した車両走

行規制、 118.軽井沢Jは終日車両走行を規制している o 142.妻龍Jは重要伝統的建造物群

保存地区に選定されている D 時間帯による車両走行規制であるo 143“馬龍」は自主的な保

存運動を発足させ歴史的景観を維持する地区であり、島崎藤村の生誕地としても有名で、

観光地としても人気がある O
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付表 2-1 武蔵圏10宿(1.板橋宿.-.10.本庄宿)の現在地

沼港名

fや額j2TEI 繁華書1.2Tf!

{や震n，2T議 i 
議夜開

'F慰1.2てf銭 持互設1，2了E芸 大内意11，2T震
*~宮市

苦言問Jl-4TE語 二左手il!Jl......3T議

1寄蒸線上喜義務
i 愛宕lTE:! 持玲1TE芸 議t:;:ド持

よ1DJ1.2了銭

裁議関足立総 i 議空車操縦IH予告
!務1，2Te3 議1，2T態 議1，2T言語

皇室1，2T鑓 ゑ1，2T霞

重宝章霊E認定京都 j 務.:z.燦主義製補
i 本密11-81"震 意書室震に2了51

ilr，lJ経1，2TIel

総落語語、熊毛事務
i 筑波1TE:! 2間11，lTt芸 宇pS若

総書室鈎 本主511"穏

武線臨機浪費~I ま母.3i線量予祭主主主行
i畿銀 総務銭I1，2T銭本食器容

裁縫閣成:E話事! i務.z]察本:1Xi'持

i 柑本産町1''''31''露 、深期決谷袋L容3T題 集毘務差益露1首，21'51 

千代剖1-4ずお小路1，6Tf護
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付表 2-2 上野園 7宿 (11.新町宿......，10.坂本語)の現在地

大事手議J~る

議後霧rE祭樗 九翼雲監守翼民勾

付表 2-3 信濃園26宿 (18.軽井沢宿"-'43幽罵寵宿)の現在地

総主義9議中海Jlii'布 f;f;襲霊

l滋滋名

幾重警幾木繁華担

U.I岱村
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付表 2-4 美濃園16宿 (44.落合宿......59圃今須宿)の現在地

付表 2-5 近江園10宿 (60.柏原宿---67.守山宿)の現在地


